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議事日程 平成22年３月26日 午前９時30分開会（開議） 

   日程第１  会議録署名議員の指名について 

   日程第２  会期の決定について 

   日程第３  町長のあいさつ 

   日程第４  議案上程 提案理由の大要説明 

   日程第５  議案審議 

         議案第34号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

               条例の一部を改正する条例 

   日程第６  議案第35号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給額

               の特例に関する条例の一部を改正する条例 

   日程第７  議案第36号 上峰町長及び副町長の給料の支給額の特例に関する条例の

               一部を改正する条例 

   日程第８  議案第37号 上峰町教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条

               例の一部を改正する条例 

   日程第９  討論・採決 

 

午前９時28分 開議 

○議長（吉富 隆君） 

 皆さんおはようございます。本日は平成22年第２回臨時会が招集されましたところ、御多

忙中、御参集いただきましてありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は９名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成22

年第２回上峰町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

      日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第１．会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、５番中山五雄君及び６番矢動丸文

君を指名いたします。 

      日程第２ 会期の決定について 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第２．会期の決定について。 

 会期の決定を議題といたします。 



 

 お諮りをいたします。本臨時会の会期は本日１日間としたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

      日程第３ 町長のあいさつ 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第３．町長のあいさつ。 

 町長のあいさつをお願いいたします。 

○町長（武廣勇平君） 

 皆さんおはようございます。平成22年第２回上峰町議会臨時会をお願いいたしましたとこ

ろ、議員の皆様には公私とも大変御多忙の中、御出席賜りまして、心から厚く御礼を申し上

げます。 

 さきの３月定例議会におきましては、提案いたしました議案について慎重な審議を賜りま

したことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 なお、一部について内容を変更して改めて提案いたすものでございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（吉富 隆君） 

 これで町長のあいさつは終わりました。 

      日程第４ 議案上程 提案理由の大要説明 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第４．議案上程、提案理由の大要説明。 

 議案上程、提案理由の大要説明を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 議案の提案をさせていただきます。 

 議案第34号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例。この件につきましては、報酬等を支払うべき特別職の名称など、正規の名称に改

めるものでございます。平成22年３月26日提出、上峰町長武廣勇平。 

 続きまして、議案第35号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給額の特

例に関する条例の一部を改正する条例。この件については、現在、特例支給している内容を

平成23年３月31日まで期間を１年間延長する内容のものであります。平成22年３月26日提出、

上峰町長武廣勇平。 

 続きまして、議案第36号 上峰町長及び副町長の給料の支給額の特例に関する条例の一部

を改正する条例。この件につきましては、副町長の給料について、平成22年４月から平成23



 

年３月まで１年間、100分の20を削減して支給するという内容のものであります。平成22年

３月26日提出、上峰町長武廣勇平。 

 続きまして、議案第37号 上峰町教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条例の

一部を改正する条例。この案件については、さきの第36号議案と同様ですけれども、教育長

の給料について、平成22年４月から１年間、100分の20を削減して支給する内容であります。

平成22年３月26日提出、上峰町長武廣勇平。 

 以上、４議案の提案をさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（吉富 隆君） 

 ただいま町長より４議案一括上程されました。補足説明を求めます。補足説明はございま

せんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 ないようですので、以上で提案理由の説明は終わります。 

      日程第５ 議案第34号 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第５．議案審議。議案第34号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例。 

 これから質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 ないようですので、議案第34号の質疑を終結いたします。 

      日程第６ 議案第35号 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第６．議案第35号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給額の特例

に関する条例の一部を改正する条例。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 ないようですので、議案第35号の質疑を終結いたします。 

      日程第７ 議案第36号 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第７．議案第36号 上峰町長及び副町長の給料の支給額の特例に関する条例の一部を

改正する条例。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 



 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 ないようですので、議案第36号の質疑を終結いたします。 

      日程第８ 議案第37号 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第８．議案第37号 上峰町教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条例の一

部を改正する条例。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 ないようですので、議案第37号の質疑を終結いたします。 

      日程第９ 討論・採決 

○議長（吉富 隆君） 

 日程第９．討論・採決。 

 議案第34号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第34号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（吉富 隆君） 

 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 議案第35号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給額の特例に関する条

例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第35号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（吉富 隆君） 

 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 



 

 議案第36号 上峰町長及び副町長の給料の支給額の特例に関する条例の一部を改正する条

例の討論に入ります。討論はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第36号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（吉富 隆君） 

 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 議案第37号 上峰町教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条例の一部を改正す

る条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉富 隆君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第37号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（吉富 隆君） 

 起立全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。 

 以上をもちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。 

 以上で会議を閉じます。 

 平成22年第２回上峰町議会臨時会を閉会いたします。御協力大変ありがとうございました。 

午前９時40分 閉会 
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